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（
法
務
委
員
会
）

更
生
保
護
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
近
時
の
犯
罪
情
勢
に
的
確
に
対
応
し
て
犯
罪
者
及
び
非
行
少
年
の
改
善
更
生
を
実
現
す
る
た
め
、
更
生
保
護

施
設
に
お
け
る
処
遇
機
能
を
充
実
・
強
化
す
る
と
と
も
に
、
更
生
保
護
事
業
に
対
す
る
規
制
緩
和
等
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
更
生
保
護
施
設
に
委
託
す
る
保
護
内
容
の
充
実

１

更
生
保
護
施
設
へ
の
委
託
内
容
に
、
社
会
適
応
を
促
す
た
め
の
積
極
的
な
処
遇
を
追
加
す
る
。

２

更
生
緊
急
保
護
の
対
象
を
拡
大
し
、
少
年
院
満
期
退
院
者
及
び
労
役
場
出
所
者
等
を
追
加
す
る
。

３

更
生
緊
急
保
護
の
期
間
を
現
行
の
六
か
月
か
ら
最
長
一
年
ま
で
延
長
可
能
と
す
る
。

二
、
更
生
保
護
事
業
に
対
す
る
規
制
緩
和

更
生
保
護
施
設
を
設
置
し
な
い
で
営
む
更
生
保
護
事
業
に
つ
い
て
、
現
行
の
認
可
制
を
届
出
制
に
改
め
る
。

三
、
更
生
保
護
事
業
の
透
明
性
の
確
保

更
生
保
護
法
人
は
、
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
財
産
目
録
等
を
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
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四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


